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白鷺たんぽぽ広場用地の返還について

１ 返還の理由

白鷺たんぽぽ広場は、土地所有者から用地を無償で借り受け、幼児・児童の

遊び場として設置したものである。

このたび、土地所有者から土地の返還を求める申し出があったため、令和２

年６月３０日をもって返還する。

２ 白鷺たんぽぽ広場の概要

（１）施設名称 白鷺たんぽぽ広場

（２）所 在 地 中野区白鷺二丁目１３番

（３）設置年月 昭和５３年２月

（４）規 模 ２８４㎡

（５）遊具等の設置状況

３ 返還に係る今後の対応

本年度の白鷺たんぽぽ広場の利用は、令和２年２月２８日までとする。

その後、区が原状復旧工事を行い、令和２年６月３０日までに土地所有者に

返還する。

４ 今後のスケジュール

（１）区民への情報提供（区報、ＨＰ等） 令和２年１月下旬

（２）利用終了 令和２年２月２８日

（３）原状復旧工事 令和２年３月～６月
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